
研究倫理における管理体制・責任体系 

 

最高管理責任者 学長 研究倫理を保持するための運営・管理につ

いて最終責任を負う者 

 
 

統括管理責任者 薬学部長ま

たは学長が

任命した者 

研究倫理を保持するための運営・管理につ

いて本学全体を統括する実質的な責任と権

限を持つ者  

 
 

部局責任者 各学科長及

び事務長 

研究倫理を保持するための運営・管理につい

て各学科又は事務組織において責任と権限

を持つ者 

 

薬学部の研究倫理

教育責任者 

薬学部長 薬学部における研究倫理教育について責任

を持つ者 

 

各学科の研究倫理

教育責任者 

学科長 各学科における研究倫理教育について責任

を持つ者 

 

事務組織の研究倫

理教育責任者 

事務長 事務組織における研究倫理教育について責

任を持つ者 

 

 


